
『法の日』無料相談会(六士会合同) 
 

記 

 

 

兵庫県行政書士会明石支部   (一社)兵庫県建築士事務所協会明石支部  

兵庫県司法書士会明石支部   兵庫県社会保険労務士会明石支部 

近畿税理士会明石支部     兵庫県土地家屋調査士会明石支部 

◎『法の日』とは 

法を遵守し、法によって基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高めることを目的とし

て定められた日です。 

◎『法の日』の由来 

『法の日』は、昭和 3年 10月 1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から 10月 1日を「司法記念

日」と定められたことに由来し、昭和 35年 6月 24日の閣議了解において「国民主権のもとに、国を挙げ

て法を遵守し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため、『法の日』を創設する。『法の日』は、

毎年 10月 1日とし、この日を中心として法を遵守する思想の普及、法令の周知徹底等これにふさわしい行

事を実情に即して実施する。」と定められました。 


